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定期監査結果の公表について 

 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 2 項及び第 4項の規定による市

民健康部の定期監査を加賀市監査基準（令和 2 年加賀市監査委員告示第 1 号）に準

拠して実施したので、同条第 9 項の規定によりその結果を別紙のとおり公表する。 

 

 

 

 

 

令和 8年 3月 26日 

 

 

 

 

加賀市監査委員  浅井 廣史 

 

 

加賀市監査委員  中谷 喜英 

 



市民健康部 定期監査結果報告 

 

第１ 監査の種類 

  財務監査及び行政監査 

第２ 監査期間 

  令和 8 年 2月 10 日から令和 8年 3月 9日まで 

第３ 監査の対象 

  市民健康部 （福祉政策課、窓口課、行政サービスセンター、相談支援課、地

域包括支援センター、介護福祉課、子育て支援課、子育て応援ステーション、こ

ども育成相談センター、保険年金課、健康課） 

第４ 監査の着眼点 

(1) 財務に関する事務の執行が適切かつ効率的に行われているか。 

(2) 行政事務が法令等に適合し、正確で合理的、効率的に行われているか。 

(3) 心身健康増進事業は事業の評価・検証がなされているか。 

(4) 総合窓口支援システムの導入が着実に進められているか。 

(5) ライフデザイン推進事業はその目的に則り行われているか。 

(6) ひきこもり支援が十分に機能しているか。 

(7) 自立支援が効果的に行われ、その実績は十分なものとなっているか。 

(8) 公立保育園の再編について十分な議論が行われ、実効性のあるものとして実

施に向けて進められているか。 

(9) 国民健康保険事業調整基金の今後の活用方針に妥当性が認められるか。 

(10) ヘルスケアアプリが効果的に活用され、住民の健康増進に成果が出ている

か。 

 

第５ 監査の実施内容 

あらかじめ提出を求めた資料及び財務会計システムをもとに財務事務の執行

状況、物品・施設の管理状況等を調査するとともに、関係職員から所管事務の

執行状況について聴取した。（事情聴取の主な項目は別記のとおり） 

なお、監査の期間中、必要な書類はその都度提出を受け照査を行った。 

第６ 監査の結果 

所管の業務をはじめ、財務に関する事務の執行、行政事務の執行状況、所管

の物品・施設の管理は概ね適正に処理されていると認められた。 

なお、事務上留意すべき軽微な事項については、その都度指導したところで

ある。 

第７ 留意事項 

  地方自治法第 199 条第 14項の規定により、「当該監査の結果に基づき、又は当

該監査の結果を参考として措置を講じたときは、当該措置の内容を監査委員に通



知しなければならない。この場合において、監査委員は当該措置の内容を公表し

なければならない。」とされているので、その旨留意いただき、遺漏無きよう努

められたい。 



 

市民健康部 定期監査 事情聴取の主な内容 

 

１ 窓口総合支援システムについて 

２ 戸籍のふりがな記載について 

３ 福祉避難所について 

４ ライフデザイン室について 

５ 多世代コミュニティ調査について 

６ 個別避難計画について 

７ 生活保護基準の引き下げについて 

８ 住まいの相談について 

９ ひきこもり支援ステーションについて 

１０ おやこはぐネットについて 

１１ 要介護認定者数について 

１２ 加賀市自立支援協議会について 

１３ 地域生活支援コーディネーターについて 

１４ 公立保育園の再編について 

１５ 児童発達支援センターについて 

１６ こども誰でも通園制度について 

１７ 国民健康保険事業調整基金について 

１８ 保険者努力支援制度について 

１９ 国民健康保険税の収納率について 

２０ 健康づくり推進協議会について 

２１ ヘルスケアアプリについて 

別 記 


